
資料１

規約の改定及び
釧路川外減災対策協議会の設置について釧路川外減災対策協議会の設置について



「水防災意識社会」の再構築の取組

平成27年9月 関東・東北豪雨
・利根川水系鬼怒川の堤防が決壊

平成27年12月「水防災意識社会」の再構築に向けて
・社会資本整備審議会の答申
・水防災意識社会 再構築ビジョン
（国土交通省）

・全国の国管理河川において推進

平成28年6月、11月「釧路川水防連絡協議会 釧路川減災対策部会」
・水害リスク情報、取組状況の共有、減災のための目標を共有

みずぼうさい

平成28年8月 北海道・東北一連の台風被害
・北海道での堤防決壊
・東北での浸水被害

・水害リスク情報、取組状況の共有、減災のための目標を共有
・今後5年間の具体的な取組項目、フォローアップ方法の確認

平成29年1月「中小河川等における
水防災意識社会の再構築のあり方

・社会資本整備審議会の答申
・水防災意識社会再構築の取組を加速
・都道府県が管理する中小河川おいて本格展開すべき
※地域全体で減災に取り組むため、釧路管内の全市町村が構成員となる

「釧路川外減災対策協議会」の設置（平成29年6月28日）

平成29年6月「水防法等の一部を改正する法律」施行
平成29年6月「水防災意識社会」の再構築に向けた

緊急行動計画（国土交通省）
・水防法に基づく協議会の設置
・水害対応タイムラインの作成促進
・要配慮者利用施設における避難体制構築への支援 等
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水防法に基づく大規模氾濫減災協議会へ移行

昭和57年7月～
釧路川水防連絡協議会
釧路開発建設部が管理する一級河川の水害防止を図るため、重要水防箇所の周知、河川水防情報等の提供等を通じて関
係各機関が密接な連携を図り、流域住民の安全を確保することを目的とする。

平成28年4月～
釧路川水防連絡協議会 釧路川減災対策部会釧路川水防連絡協議会 釧路川減災対策部会
｢水防災意識社会」を再構築することを目的に、部会を設置。

平成29年6月～
釧路川外減災対策協議会
｢水防災意識社会」を再構築することを目的に、部会を設置
（対象河川 ： １級河川釧路川

２級河川（釧路総合振興局管内）
構成員 ： ８市町村及び関係機関

引き続き

釧路川水防連絡協議会を継続
一級河川釧路川の連絡協議会
（対象河川 ： １級河川釧路川
構成員 ： ５市町村及び関係機関

（水防法に基づく大規模氾濫減災協議会）（減災対策部会を廃止）
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釧路川外減災対策協議会 設置趣旨 
 
 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により利根川水系鬼怒

川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流出や広範囲かつ長時間の浸水が発

生しました。また、これらに住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見な

いほどの多数の孤立者が発生する事態となりました。今後、気候変動の影響により、

このような施設の能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが懸念されています。 
 
 こうした背景から、平成 27 年 12 月 10 日に社会資本整備審議会会長から国土交通

大臣に対して「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会

意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申されました。 
 
 本答申においては、氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備

える「水防災意識社会」を再構築する必要があるとされています。また、そのため

の施策として、関係者が連携して避難に関する計画の作成や水防等の減災に関する

様々な課題に対応するための協議会等の仕組みを整備する等、円滑かつ迅速な避難

の実現、的確な水防活動の推進等を図るための取組を進めるべきとされています。 
その後、平成 28 年 8 月に相次いで発生した台風による豪雨により、北海道では国

管理河川の支川で堤防決壊、東北地方では県管理河川で氾濫被害が発生、特に岩手

県が管理する小本川では要配慮者利用施設において入所者が逃げ遅れて犠牲になる

など、痛ましい被害が発生しました。この一連の台風による豪雨により甚大な被害

を受けた各河川は、一級水系の支川の国管理区間や都道府県が管理する中小河川で

あり、被害の状況に鑑みると、ただちに水防災意識社会再構築の取組を加速し、都

道府県が管理する中小河川においても本格展開すべきであると、平成 29 年 1 月 11
日に社会資本整備審議会会長から「中小河川等における水防災意識社会の再構築の

あり方について」国土交通大臣に答申されました。 
 
 このことを踏まえ、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体

的、計画的に推進し、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築す

ることを目的とし、河川管理者、北海道、関係市町村等からなる平成 28 年 4 月 27
日に設置された「釧路川水防連絡協議会釧路川減災対策部会」の対象河川を北海道

管理区間に拡大し、あらたに「釧路川外減災対策協議会」を設置するものです。 
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釧路川減災対策協議会設置趣旨 新旧対比 

 

釧路川減災対策部会 設置趣旨 釧路川外減災対策協議会 設置趣旨 

 
釧路川減災対部会 設置趣旨 

 
 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水によ

り利根川水系鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流

出や広範囲かつ長時間の浸水が発生しました。また、これらに住民

の避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの多数の孤

立者が発生する事態となりました。今後、気候変動の影響により、

このような施設の能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが懸念

されています。 
 
 こうした背景から、平成 27 年 12 月 10 日に社会資本整備審議会

会長から国土交通大臣に対して「大規模氾濫に対する減災のための

治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社

会」の再構築に向けて～」が答申されました。 
 
 本答申においては、氾濫が発生することを前提として、社会全体

で常にこれに備える「水防災意識社会」を再構築する必要があると

されています。また、そのための施策として、関係者が連携して避

難に関する計画の作成や水防等の減災に関する様々な課題に対応す

るための協議会等の仕組みを整備する等、円滑かつ迅速な避難の実

 
釧路川外減災対策協議会 設置趣旨 

 
 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水によ

り利根川水系鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流

出や広範囲かつ長時間の浸水が発生しました。また、これらに住民

の避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの多数の孤

立者が発生する事態となりました。今後、気候変動の影響により、

このような施設の能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが懸念

されています。 
 
 こうした背景から、平成 27 年 12 月 10 日に社会資本整備審議会

会長から国土交通大臣に対して「大規模氾濫に対する減災のための

治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社

会」の再構築に向けて～」が答申されました。 
 
 本答申においては、氾濫が発生することを前提として、社会全体

で常にこれに備える「水防災意識社会」を再構築する必要があると

されています。また、そのための施策として、関係者が連携して避

難に関する計画の作成や水防等の減災に関する様々な課題に対応す

るための協議会等の仕組みを整備する等、円滑かつ迅速な避難の実
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現、的確な水防活動の推進等を図るための取組を進めるべきとされ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このことを踏まえ、減災のための目標を共有し、ハード対策とソ

フト対策を一体的、計画的に推進し、社会全体で常に洪水に備える

「水防災意識社会」を再構築することを目的とし、河川管理者、北

海道、関係市町村等からなる「釧路川減災対策部会」を「釧路川水

防連絡協議会」の中に設置するものです。 
 

現、的確な水防活動の推進等を図るための取組を進めるべきとされ

ています。 
その後、平成 28 年 8 月に相次いで発生した台風による豪雨によ

り、北海道では国管理河川の支川で堤防決壊、東北地方では県管理

河川で氾濫被害が発生、特に岩手県が管理する小本川では要配慮者

利用施設において入所者が逃げ遅れて犠牲になるなど、痛ましい被

害が発生しました。この一連の台風による豪雨により甚大な被害を

受けた各河川は、一級水系の支川の国管理区間や都道府県が管理す

る中小河川であり、被害の状況に鑑みると、ただちに水防災意識社

会再構築の取組を加速し、都道府県が管理する中小河川においても

本格展開すべきであると、平成 29 年 1 月 11 日に社会資本整備審議

会会長から「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方

について」国土交通大臣に答申されました。 
 
 このことを踏まえ、減災のための目標を共有し、ハード対策とソ

フト対策を一体的、計画的に推進し、社会全体で常に洪水に備える

「水防災意識社会」を再構築することを目的とし、河川管理者、北

海道、関係市町村等からなる平成 28 年 4 月 27 日に設置された「釧

路川水防連絡協議会釧路川減災対策部会」の対象河川を北海道管理

区間に拡大し、あらたに「釧路川外減災対策協議会」を設置するも

のです。 
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釧路川外減災対策協議会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、「釧路川外減災対策協議会（以下「協議会」という）」と称

する。 

 

（目的） 

第２条 

 協議会は、過去の出水の教訓を踏まえ、釧路川等における堤防の決壊や越水

等に伴う氾濫に備え、河川管理者、北海道、市町村等が連携して減災のための

目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進し、社会全体

で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として、水防

法第十五条の九及び第十五条の十に基づき設置するものである。 

なお、協議会の対象河川は、釧路開発建設部が管理する一級河川、釧路建設管

理部が管理する釧路総合振興局管内の一級河川及び二級河川とする。（別表１

に挙げる水系） 

 

（協議会の構成） 

第３条 

 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

 ２ 協議会に会長、副会長を置き、会長は釧路開発建設部長をあて、副会長

は釧路総合振興局長をあてる。 

 ３ 会長は、協議会の事務を掌理し、会長不在のときは副会長が事務を掌理  

する。 

 ４ 会長は、協議会の同意を得て、必要に応じて別表２の職にある者以外の 

  者（学識経験者等）の参加をさせることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 

 協議会に幹事会を置く。 

 ２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

 ３ 幹事会に幹事長、副幹事長を置き、幹事長は釧路開発建設部次長（河川・

道路）をあて、副幹事長は釧路総合振興局副局長（建設管理部担当）をあ

てる。 

 ４ 幹事長は、幹事会の事務を掌理し、幹事長不在のときは副幹事長が幹事
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会の事務を掌理する。 

 ５ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の  

各種検討、調整を行い、その結果について協議会へ報告する。 

 ６ 幹事長は、幹事会の同意を得て、必要に応じて別表２の職にある者以外 

  の者（学識経験者等）を参加させることができる。 

 

（実施事項） 

第５条 

 次の各号に揚げる事項を実施する。 

 １ 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそ

れぞれまたは連携して実施している現状の減災に係る取組状況等につい

て共有する。 

 ２ 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水

等を実現するために各構成員がそれぞれまたは連携して取り組む事項を

まとめた取組方針を作成し、共有する。 

 ３ 取組方針に基づく対策の実施状況を確認する。 

 ４ その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 

（会議の公開） 

第６条 

 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によ

っては、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

 ２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することによ

り公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 

 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする、ただ

し、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解

を得て公表しないものとする。 

 ２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員

の確認を得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 

 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 
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 ２ 事務局は、釧路開発建設部治水課及び釧路建設管理部事業室治水課に置

く。 

 ３ 協議会の運営、進行又は招集は事務局が行う。 

 ４ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

 

（雑則） 

第９条 

 この要領に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要

な事項については、協議会の決定によるものとする。 

 

（附則） 

第１０条 

 この要領は、平成２９年６月○○日から施行する。 
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（別表１） 

 

釧路川外減災対策協議会 水系一覧表 

 

水系名 関係市町村 河川管理者 

1 級河川 釧路川 釧路市、釧路町、標茶町、弟子屈町、鶴居村 国、北海道 

2 級河川 

尾幌川 厚岸町 北海道 

チョロベツ川 釧路町 北海道 

春採川 釧路市 北海道 

星ガ浦川 釧路市 北海道 

阿寒川 釧路市 北海道 

庶路川 釧路市、白糠町 北海道 

茶路川 白糠町 北海道 

和天別川 白糠町 北海道 

音別川 釧路市 北海道 

尺別川 釧路市 北海道 

直別川 釧路市 北海道 

西別川 標茶町 北海道 
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（別表２） 

 

釧路川外減災対策協議会 構成員 

 

組織別 協議会 幹事会 

釧路開発建設部 部長（会長） 
次長（河川・道路）（幹事長）、治水課長、防災

対策官、釧路河川事務所長 

釧路地方気象台 台長 防災管理官 

釧路総合振興局 局長（副会長） 

副局長（建設管理部担当）（副幹事長） 

地域創生部地域政策課 主幹（地域行政） 

釧路建設管理部 地域調整課長、維持管理課長、

治水課長 

釧路市 市長 総務部防災危機管理監 

釧路町 町長 総務課長 

厚岸町 町長 総務課長 

浜中町 町長 防災対策室長 

標茶町 町長 総務課長 

弟子屈町 町長 総務課長 

鶴居村 村長 総務課長 

白糠町 町長 地域防災課長 

 

（オブザーバー） 

釧路市消防本部 

釧路東部消防組合 

釧路北部消防事務組合 

北海道警察釧路方面本部 

陸上自衛隊釧路駐屯地 

 第 27 普通科連隊 

消防長 

消防長 

消防長 

本部長 

連隊長 

 

消防本部警防課長 

警防課長 

消防課長 

警備課長 

防衛幹部 
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釧路川減災対策部会設置要領、 釧路川外減災対策協議会規約（案）（１／６） 

 

釧路川減災対策部会設置要領 釧路川外減災対策協議会規約（案） 

（名称） 

第１条 本会は、「釧路川減災対策部会（以下「部会」という）」と称する。 

 

（目的） 

第２条 

 部会は、過去の出水の教訓を踏まえ、釧路川等における堤防の決壊や越水等

に伴う氾濫に備え、河川管理者、北海道、市町村等が連携して減災のための目

標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進し、社会全体で

常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として、釧路川

水防連絡協議会規約第４条第３項に基づき設置するものである。 

 

 

 

 

（部会の構成） 

第３条 

 部会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

 ２ 部会に部会長を置き、部会長は釧路開発建設部長をあてる。 

 ３ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

  

 

（名称） 

第１条 本会は、「釧路川外減災対策協議会（以下「協議会」という）」と称す

る。 

（目的） 

第２条 

 協議会は、過去の出水の教訓を踏まえ、釧路川等における堤防の決壊や越水等

に伴う氾濫に備え、河川管理者、北海道、市町村等が連携して減災のための目標

を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進し、社会全体で常に

洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として、水防法第十五

条の九及び第十五条の十に基づき設置するものである。 

なお、協議会の対象河川は、釧路開発建設部が管理する一級河川、釧路建設管理

部が管理する釧路総合振興局管内の一級河川及び二級河川とする。（別表１に挙

げる水系） 

 

（協議会の構成） 

第３条 

 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

 ２ 協議会には会長、副会長を置き、会長は釧路開発建設部長をあて、副会長

は釧路総合振興局長をあてる。 

 ３ 会長は、協議会の事務を掌理し、会長不在のときは副会長が事務を掌理す

る。 
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釧路川減災対策部会設置要領、釧路川減災対策協議会規約（案）（２／６） 

釧路川減災対策部会設置要領 釧路川外減災対策協議会規約（案） 

４ 部会長は、部会の同意を得て、必要に応じて別表１の職にある者以外の  

者（学識経験者等）の参加をさせることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 

 部会に幹事会を置く。 

 ２ 幹事会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

 ３ 幹事会に幹事長を置き、幹事長は釧路開発建設部次長（河川・道路）を  

あてる。 

 ４ 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。 

 ５ 幹事会は、部会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各 

  種検討、調整を行い、その結果について部会へ報告する。 

 ６ 幹事長は、幹事会の同意を得て、必要に応じて別表１の職にある者以外 

  の者（学識経験者等）を参加させることができる。 

 

 

（実施事項） 

第５条 

 部会等は、次の各号に揚げる事項を実施する。 

 １ 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそ  

れぞれまたは連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について  

共有する。  

 ４ 会長は、協議会の同意を得て、必要に応じて別表２の職にある者以外の者

（学識経験者等）の参加をさせることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 

 協議会に幹事会を置く。 

 ２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

 ３ 幹事会に幹事長、副幹事長を置き、幹事長は釧路開発建設部次長（河川・

道路）をあて、副幹事長は釧路総合振興局副局長(建設管理部担当)をあてる。 

 ４ 幹事長は、幹事会の事務を掌理し、幹事長不在のときは副幹事長が幹事会

の事務を掌理する。 

 ５ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各

種検討、調整を行い、その結果について協議会へ報告する。 

 ６ 幹事長は、幹事会の同意を得て、必要に応じて別表２の職にある者以外 

  の者（学識経験者等）を参加させることができる。 

 

（実施事項） 

第５条 

 次の各号に揚げる事項を実施する。 

 １ 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそ  

れぞれまたは連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共

有する。 
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釧路川減災対策部会設置要領、釧路川減災対策協議会規約（案）（３／６） 

釧路川減災対策部会設置要領 釧路川外減災対策協議会規約（案） 

２ 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水  

等を実現するために各構成員がそれぞれまたは連携して取り組む事項をま  

とめた取組方針を作成し、共有する。 

 ３ 毎年、部会等を開催し、取組方針に基づく対策の実施状況を確認する。 

 ４ その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 

（会議の公開） 

第６条 

 部会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっ

ては、部会に諮り、非公開とすることができる。 

 ２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を部会へ報告することにより  

公開と見なす。 

 

（部会資料等の公表） 

第７条 

 部会に提出された資料等については速やかに公表するものとする、ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、部会の了解を得て

公表しないものとする。 

 ２ 部会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の  

確認を得た後、公表するものとする。 

 

 

２ 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水  

等を実現するために各構成員がそれぞれまたは連携して取り組む事項をま  

とめた取組方針を作成し、共有する。 

 ３ 取組方針に基づく対策の実施状況を確認する。 

 ４ その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 

（会議の公開） 

第６条 

 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっ

ては、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

 ２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより

公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 

 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする、ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て

公表しないものとする。 

 ２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の

確認を得た後、公表するものとする。 
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釧路川減災対策部会設置要領、釧路川減災対策協議会規約（案）（４／６） 

釧路川減災対策部会設置要領 釧路川外減災対策協議会規約（案） 

（事務局） 

第８条 

 部会の庶務を行うため、事務局を置く。 

 ２ 事務局は、釧路開発建設部治水課に置く。 

 ３ 部会の運営、進行又は招集は事務局が行う。 

 ４ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

 

 

（雑則） 

第９条 

 この要領に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、部会で定め協議会に報告するものとする。 

 

（附則） 

第１０条 

 この要領は、平成２８年４月２７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

第８条 

 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

 ２ 事務局は、釧路開発建設部治水課及び釧路建設管理部事業室治水課に置

く。 

 ３ 協議会の運営、進行又は招集は事務局が行う。 

 ４ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

 

（雑則） 

第９条 

 この要領に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会の決定によるものとする。 

 

（附則） 

第１０条 

 この規約は、平成２９年６月○○日から施行する。 
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釧路川減災対策部会設置要領、釧路川減災対策協議会規約（案）（５／６） 

釧路川減災対策部会設置要領 釧路川外減災対策協議会規約（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表１）  

釧路川外減災対策協議会 水系一覧表 

水系名 関係市町村 河川管理者 

1 級河川 釧路川 釧路市、釧路町、標茶町、弟子屈町、鶴居村 国、北海道 

2 級河川 

尾幌川 厚岸町 北海道 

チョロベツ川 釧路町 北海道 

春採川 釧路市 北海道 

星ガ浦川 釧路市 北海道 

阿寒川 釧路市 北海道 

庶路川 釧路市、白糠町 北海道 

茶路川 白糠町 北海道 

和天別川 白糠町 北海道 

音別川 釧路市 北海道 

尺別川 釧路市 北海道 

直別川 釧路市 北海道 

西別川 標茶町 北海道 
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釧路川減災対策部会設置要領、釧路川減災対策協議会規約（案）（６／６） 

釧路川減災対策部会設置要領 釧路川外減災対策協議会規約（案） 

（別表１）  

釧路川減災対策部会構成員 

組織別 部会 幹事会 

釧路開発建設部 部長（会長） 次長（幹事長）、治水課長、防災対策官、 

釧路河川事務所長 

釧路地方気象台 台長 防災管理官 

釧路総合振興局 局長 地域創生部地域政策課 主幹（地域行政） 

釧路建設管理部 事業室長、用地管理室長 

維持管理課長、治水課長 

釧路市 市長 総務部防災危機管理監 

標茶町 町長 総務課長 

弟子屈町 町長 総務課長 

釧路町 町長 総務課長 

鶴居村 村長 総務課長 

（オブザーバー） 

釧路市消防本部 

北海道警察釧路方面本部 

釧路東部消防組合釧路消防署 

釧路北部消防事務組合 

陸上自衛隊釧路駐屯地 

第 27 普通科連隊 

市長 

本部長 

署長 

消防長 

連隊長 

消防本部警防課長 

警備課長 

副署長 

消防課長 

防衛幹部 

 

事務局 釧路開発建設部 治水課長（事務局長）、治水課流域計画官 

 

 

 

 

（別表２）  

釧路川外減災対策協議会構成員 

組織別 協議会 幹事会 

釧路開発建設部 部長（会長） 次長（河川道路）（幹事長）、治水課長、防災

対策官、釧路河川事務所長 

釧路地方気象台 台長 防災管理官 

釧路総合振興局 局長（副会長） 副局長（建設管理部担当）（副幹事長） 

地域創生部地域政策課 主幹（地域行政） 

釧路建設管理部 地域調整課長、維持管理課長、

治水課長 

釧路市 市長 総務部防災危機管理監 

釧路町 町長 総務課長 

厚岸町 町長 総務課長 

浜中町 町長 防災対策室長 

標茶町 町長 総務課長 

弟子屈町 町長 総務課長 

鶴居村 村長 総務課長 

白糠町 町長 地域防災課長 

（オブザーバー） 

釧路市消防本部 

釧路東部消防組合 

釧路北部消防事務組合 

北海道警察釧路方面本部 

陸上自衛隊釧路駐屯地 

第 27 普通科連隊 

消防長 

消防長 

消防長 

本部長 

連隊長 

消防本部警防課長 

警防課長 

消防課長 

警備課長 

防衛幹部 

 

事務局 釧路開発建設部 

釧路建設管理部 

治水課長（事務局長）、治水課流域計画官 

事業室治水課長、治水課主査（河川） 
 

16



釧路川外減災対策協議会

一級河川（国管理区間）

一級河川（道管理区間）

二級河川（道管理区間）

弟子屈町

白糠町

鶴居村

標茶町
西別川

厚岸町

浜中町

釧路市

釧路町
釧路市

チ
ョ
ロ
ベ
ツ
川
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